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廃乗物の処理及n章椰に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行及び

断型コロナウイルス感染症に係る廃英物の円滑な処理容について (通知)

日頃より 本件の廃築物行政に御理解 御協力を婦り厚く御礼中し上げます。
新型ヨロナウイルス感染症に係る廃楽4rの適正処理等については 「新型ヨロナウイルス感染症

に係る廃乗物の適正処理等について (令和 2年 3月 5日付け元資第 359号 )」 「廃業物処理におけ

る新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aの更新について く令和2年 4月 27日付け 2資号
外〉J等により通知したところですが 今般 ″J添のとおり 環境省環境再生 資源循興局長から
通知がありました

つきましては 特に当該通知記四の1について あらためて貴会会員に周知いただきますよう
お願いします。

長野県環境部資源循環推進課

課長 :伊束 和徳  担当 、山崎 千哺
電 誌: 026-235-れ 64(直通〉
FAX: 026-235-7259
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環循適受第 2005013号

環循規発第 2005011号

令 和 2年 5月 1日

各部適府県知事 各政令市市長 殿

環境省環境再生 資源循察局長
(公  印  省  塔 )

廃薬物の処理及び清掃に閉する法律施行規則の一部を改正する省令の舶行及び

新型ヨヨナウイルス感染症に係る廃薬物の円滑な処理等について (週知)

廃菜物行政の推進については かねてより格,,の仰尽力をいただき御社申し上げる。
廃乗物の処理及び消縮に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和2年末境省令

第 15号)あS令和2年 5月 1日 に公布され 同日から施行されることとなった
また 新型ヨHナウイルス感舞定の感染拡大を受けた廃築物の処理については この改正

後の廃薬物の処理及び清掃に関する法律雄行規則 (昭和 46年厚生省令第 35島 以下「規

則Jという。)の規定も潮尋しつつ 適正かつ円滑に進める必要がある
ついては 下記事項に留意の上 賞管内市町材に凋知いただき その運用に道漏なきを獅
されたい。

なお 本通知は 地方自治法 (昭TH 22年法律第 0″ ,第 245条の4第 1攻の規定に基
づく技術的な助言であることを申し添える。

記

一 一般廃築物処理業のSTすを望しなV■に係る特例のを,設について (lpR芥 2条第 14
号及び第 2条の 3第 10号 )

1 改正の概要
焚害その他やむを得ない事白により緊全に生活環境の保全上の支臓の除去又は発生の

防止のためのお置を経するために 環境大巨又は市町村長が特に必要があると紹める場
合において 当蕨事白を勘策して環境大巨又は市町村長が定める期間に一般魔薙物を適
正に処理する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者については 一般
廃乗物処理薬の部可を不要とするものである。

2 改正の趣旨
これまで 「新型ヨロナウイルス態染症に係る廃莱物の適正処理等について (遠知)」 (令



和 2年 3月 4日付け森循適発 2000044号  秦循規発第 2003043乳 以下「34通知Jと
いう )及び「緊急事態宣言を踏まえたI IIヨ ,すヴイフレス感染症に係る鹿築物め円滑な
処理について (通知)」 (令和 2年 4月 ″日付け寮績適発 20040,7号 養術規発第 2004975

乳 以下「47通知」という )によリ ロズの国民の生活や経済活動を支える必要不可欠
な社会インフラである廃棄物処理事業を安定的に継統するため 市町付と一般廃業物処
理業者 (一般廃勲物処理業の計可を受けた者及rr委託を受けた者という。以下同し )が

協力して 危機管理体制岬 染防止嫌 革表継茂に必要な人員及r/物済のtl●鮮をあらか

じめ検討するなど 新型ヨ,ナウイルス感染症を対象とした廃築物処理事業経統計画の
作成の検討を要静していたところである 災膏や新型]「ナウイタレス感染症のまん延等
により 廃貿物処理事業種焼計画において想定する以上に広範囲に影響が及び 市明寸内
の一般魔乗物処理業者や廃薬物処理事衆縦続計画において想定した市町 本ヽの一般廃棄

物処理来者が碗保できず 一般廃薬物の処理が困難となった場合や 市
jr llの検員が多数

感染し 又は濃厚接触者となるなどし 市町村における行政機能が大幅に低下することに

より 事務処理が滞り 市靖 iが一般廃勲物処理に係る詩可を出せないといった場合が想
定される。この改正は 央害等によリー時的に低下した一般廃英物の処理悔力を補完する
ことを目的として 処理を補う能力のある者を環境大臣ヌは市ヽ活長が精定することで
討可を受けないで一般廃薬物の処理を行うことを暫定的に可能にし 緊急時の一般廃襲
物の口汚かつ適正な処理を図るものである

"「

えて 一般廃菜物の処理が二期にわたるなどの場合にヽ原則どおり許可の取得又は
委能によリー般廃翠物の処理を行う本きである

3 指定を行う主体
指定ま 環境大巨スは市町村長が行えることとされている 一般廃築物の円滑な処理に

問題が生した場合には 原民Jと してまずその地域の市町村長がその対処方法を検討すべ
きであるから 市町村長が指定と行うことが適当である しかしながら 一般廃薬物の処
理業務の停滞が使数の市町村において同時に発生し 廃築物処理について広域にわたる
処理体制を格集する必要があり 環境大臣が一活して指定する方か劫専的な場合や 災害
その他の事由に起因して市町村における行政機能が大nSに低下している場合などには

環境大巨が指定を行うことができる その場合 市町村における2F務に混者しを来さないよ

うにするため 原則として環境省から市町村に対して事前に7tt知を行う
4 「41に必要があると認める場合Jの意義
この制度による指定を行う場合には 廃率物処理事業縦続計画に基づく対応ぶ因疑で
あり 緊急に処理すべさ―鵬 菓物がある時の理由により生活擁 上の支時の除芸

又は発生の防止の必要があり かつ 何らかの理由により市町村内の既存の一般廃勲物
処理F4tでは十分な処理がでさない状況であることが必要である

5 指定の対象とす本き者
指定の対象となる者は 「一般廃爽物を適正に処■する能力がある者jであるから
騨急に処理する必要がある廃薬物について 客観的に通正に処理する能力を有している



必要がある

指定を受ける者ま まず、処理が必要となっている一般廃粟物を処理することのでき
る能力を有していなくてはならない このため 首該―殿

"末
物の処理に用いるための

施設や人員が強保されていること 十分な賃金力を有していること 処理に係る必要な
技術があること は集速縦の場合には当蕨一般廃率物を収集運搬するためのjf両や保管
効所に赴くための移動手段が確保されていることなどを考慮する必要がある。災害支援

は定の締結先である器合 既に当該市町村においてた葉廃製助の処理に係る34可を有し
ている場合 他の市Wljにおける一般廃菜物処理に係る許可を有し 又は委託がなされ
ている場合などには、これらの条件を満たしている可能性が高いと考えられることか

ら 指定に当たつてまそれらの者を優先することが原則として望ましい カロえて 一般
院舞物の収集田級においては 地理 道路状況t処理施設の運用に関する状況等を賭ま
えた活動が円滑な処理につながると考えられることから 既存の一般廃栞物処理業者と
連携を十分に行えることなども重要である ただし 案急時に行う指定であるから 逓
常の許可基準を満たしている必要 i必ずしもなく したがって 他に廃乗物を処理でき
る適切なきかない場合には 生活環境の保全と公4fr生の確保を前携として 鹿碁物の
処理に関して何らの辞可も有していなV靖を指定することが否定されるものではな▼、

この指定は媒急になされるヽのである,ヽら あらかしめ指定する者を選ぶ基準を詳細
に定めておくことは困難ではあるものの 公平性の観点から 実際に個別具体的な指定を

するに当たって そのをを選択する理由ま明らかにすることは重要である。
6 指定において明らかにす本き内容及び指定の方法
指定に当たっては 以下の (1)か ら (3)までの事項をそれぞれ明らわヽこする必要が
ある なお 環境大巨による指定の方法については (1)か らヽ (3)ま での事項につい
て皆示と定め 伺告示の制定に当たっては当該市町村及び関47団体等との連絡謂盤を密
に行うこととする。また 市町村長による指定の方法については 個,Jに指定書を変付し

てもよいし 地方公共団体の公級で公示する方法によってもよい
(1)指定する者

原RJと して 指定する者の氏名 (法人の場合は名平駁 び代表者の氏名)並びに白琉を
明らかにすることが必要である。

(2)指定に係るj拐門
生活環境保全上の文鷹の除芸文は発生の防止のための付置に必要な期間を 具体的
に定める必要がある この行合による指定は例外的な推臣であるため 長期にわたる精
定は原則として行う本きではない ただし 必要があれほ期間の延長を行うことは可能

である。また 予定していた一嬢 菜物の処理が早期に完Tする あるいは市町村内の
既存の一般廃菜物処理鵠者の使力回復 市町村の行政機能の回復など 指定の必要がな

くなった場合には 期間の途中であっても遠やカヤこ指定を解除すべきである。
(3)処理を行う廃薬物の種類

生活環境保全上の支障の除去スは発生の防止のために処理す本き廃業物を特定する



必要がある。自岩的には ①産業物の極額並びに④当誠廃薬物の収案逓級を行う区域
(市町村スは地区名及び働力 及びその処分される事業場 (革英場の名称及0折在地)

により特定することが考えられる

あわせて 廃薬物の処理方法を精定することもできる。特に収集速播に係る指定にお

いて 積答えを行わせないこととする場合には 「積着えを行わずに処理する場合にl■
る。」等の文言により 莉憎な処理の範囲を隈定すべさである。また 処分に係る指定
の場合には 処分方法を明ら力対こすべきである。
これらに力「えて 必要がある場合には 積誉えを行う場所の所在地や保皆量の上限等

を定めることもできる。

7 指定の効果            '
環境大臣が指定を行つた場合 一般廃菜物の処理業者は 指定された内容及び範囲にお

いて 一般廃築物の処理を行うことができる 市町村長が指定を行った場合には 詳可又
は委託ど要せずに廃葵物の処理を行 )こ とができるのはその核内にとどまり 他の市町
村の区域において魔知物の処理を行うことはできない

なお 一般物処理楽の許可の場合と異なり この指定は舞残大臣又は市町村長う【単独で
行うものであり 行政手続法 (平成う年法律第 38号)第 2条第 3号に規定する中請を必
要としなV、

また o(2)に あるように 指定の必要がなくなった場合のにか 指定の要件である
「一般魔葉物を適正に処理する能力がある割 であるとは露められなくなった場合 (例え

ば ‐般廃薬物又は特別管理一般廃菜物処理基準に違反した場合)等には 必要な手茂を
経た上で 指定を排除することが適当である
8 割将時の留意事項
市町村は 一般魔薬物の統活的な処理責任の下 市a ll自 ら処理する一般廃栞物のみな

らす 市町村以外の者が処理する一般魔裏物も合め 当誠市晴 iで発生するす本ての一般

廃薬物の適正な処理を前保しなければならず 常時よリ ー般廃弾物処理業者と速携し
廃茉働処理事業継続計画の策定をはじめ 適正な処理体制の蘇 に係る判椅を実施する
必要があることは言うまでもなく 改正省令による指定は あくまで廃菜物処理事業継統
計画が策定 運用されても対応がその想定を超えて因態な係念時に必要な限りにおいて
例外的になされるべきものであり 環境大臣のFH定もそのような場合に行うことに留意
されたい また 非常災害時において発生する災害廃棄物については 廃雑物の処理及び
清掃に関する法律施行令 (昭和 46年政令第 300岳 以下「令jという)第 4姿第 3号

及び規則第 1条の7の 6の規定による再委託も可能である

なお 改正省令の団 1において 卵岡の終了又は指定の解除後には 「一般廃築物処理
計画を踏まえた廃爽物の処理Zび清掃に関する法律の適正な迎用の徹底について (通知)J

(平成 26年 10月 8B付け環震対発第 14100819で周知したとおリ ー般廃乗物の適
工な処理の維続的かつ安定的な実施が確保されるよう 一般廃菜物処理業の計可処分に
ついて十分に口意されたい

4



9 産業廃築物処理施設において処理する一般廃菜物に係る届出の添付書類
魔棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45年法律第 137曳 以下「法Jという )

第 15条の 2の 5の規定により 産業廃乗物処理施段の設置者は 当核産乗魔舞物処理抵
設において処理する産業廃菜物と同様の性水を有する一般廃築物をして索党省令で定め

るものをその処理施設において処理する場合において あらかしめ 乗境哲令で定めると
ころにより その処理施設において処理するこ般鹿薬物の種類その他環境省令で定める
事項を都迎府県知事 (令第 27条第 1項に規定する指定都市等の長を含こ 以下同し )に

届け出たときは 法第 8条第 1項の規定にかかわらず 同項の鉢可を受けないて その処
理施設を当該一般産票物を/■aする一般廃栞物処理施設として設置することができると

されているところ 本改正による「環境大臣又は市 村ヽ受が指定する者jであることを示
す客類についても 当蕨届出律の添付客類の対象となる

二 逮薬廃菜物処理業の静可を要しない者に係る特例の合,設について 柳 第0集第 14号
第 10条の3第 10号 第 10条の 11第 0号及び第 10余の 15第 4分)
1 改正の概要
決害その他やむを得ない学由により豪急に生活環境の保全上め支障の除ま又は発生の

防止のための増置を藤ずるために 環境大臣ヌ,=部 arr県知事 (なお 産業廃菜物の収集
又は運搬を祭として行う者の指定は 令第 27条第 1項第 5号かちこ書に規定するtS合を

除さ 都道府県知事が行う )力:特に必要があると解ある場合において 当蕨革由を勘案
して慕境大臣スは都道府県知革が定める期間に産業腕兼物を適正に処理する能力がある

者として環境大巨Xは都道府県知事が指定する者については 産業廃菜物処理薬の許可
を不要とするものである

2 疎正の運
=

災答や 新型■。すウイルス感染症のま′延 による廃業物処理業者の処理能力の低下
など やt「を得ない事由に起因して 生活環境の保全上の文際の除去スは発生の防止のた

め 廃棄物を奈急に処理しなければならない事態が生じているにもかかわらず 当骸廃菜

物を処理するために必要な軒可を布すち者が存在しないことがあり得る このような場
合においては 処理に関する許可を布していないが その処理を担う能力のある者が 一

時的に処理を担うことが必要であちとさがあり得る。この改正は そのような者を環境大

臣文は都道府県知事が指定することで 部可を受けないで産業廃菜物の処理を行うこと
を可能にし 産業廃薬物の円滑かつ適正な処理を図るものである なお この摘定はあく
まで緊急時に必要な限りにおいて例外的になされる本さものであり 産乗魔薬物の処理
が景郷にわたる場合は並行して静可の申請を行うなど 可能な限り 原則をおり辞■を受
けて産業廃非物の処理を行う大きである。

3 指定を行う主体
指定は 環境大臣又は都道府県知事が行えることとされている 産業廃勲初の円滑な処
理に問題が生した場合には 原則としてますその地域の都道府県知事がその対処方法を



検討 7 きであるから 都道府県知事が指定を行うことが適当である しかしなから あ
る廃棄物の処理について広域にわたる処理体制を構築する必要があり 環境大臣が,括
して指定する方が効率的な場合や 災客その他の革自に起困して都道府県 (令第 27条第
1項に規定する市を合転 以下同じ。)における事務処理籠力が大きく低下している場合

などには 環境大臣が指定を行うものとする。その林合 都道府県におけら指導監督に混

乱を来きないようにするため 原則として あらかじめ環境省から都道府県に対する速絡

を行うものとする。

4 「特に必要があると認める壊合」の意義
この41度による指定を行う場合には 緊急に処理す末さ産薬廃築物がある等の理由に
より生活環境の保全上の文障のl●‐スは発生の防止の必要があり かつ 何らかの理由に
より既存の産業廃棄物処理業の許可業者では適正かつ円滑な処理がでをないことが必要

である

5 指定の対象とすべき者
指定の対姿となる者は 「産業廃築物を適正に処理する能力がある者」でするから 界
急に処理する必要がある魔葉物について 適正に処聖する能力を有している必要がある
ただしt緊急時に行う指定であるから 通常の許可基恐古潤たしている必要は必ずしもな

く したがつて 培セに当たちて通常の軒可基禅を油たしていることを確かめる必要もな
いことは当然である

指定を受ける者は ます 処理が必要となっている産業廃棄物を処理することができな

くてはならなV、 このため 当酸具体的な産業廃撃吻の処理に用いるための施毅や人員が

確保されていること 十分な資金力を有していること 当腰塵来腕築物の処理に必要な技
術があること 処理に当たって産業廃乗物処理碁控又は幣別管JI建乗廃葉物処理基準に
従うことが見込まれること 収集速搬の場合には当蕨産米廃築物の保管場所に出くため
の移動手段が確保されていることなどを考慮する必要がある 既に他の地域において同
じ種類の廃勲物の処理に係る許可ど有している場合や 当該地域において別の種類の開
菜物の処理に係る評可を有している鵜合などには これらの条件を満たしていち可能性
が高いと考えられるから 相定に当たって1ま原則としてそれらの者を徳先することが望
まし,、 指定を行う陳 規則第 0条の3 第 10条の4の 2 第 10条の 12の 2又は第 10
条の 16の 2に鵜げる基準に適合すると認められて許可を受けている者 (以下「優良塵魔

処理拷まJという。)であるか否かを考慮することも考えられる。ただし 条件を満たす
をが複数いる器合には 安定的かつ迅速な処理体制の確保の報点から 複数の者を相定す

ることも考えられる 他に廃勲物を処理できる適切な者がない場合には 廃乗物の処理に

関しヤ何らの許可も有していない者を指定することが否定されるものではない

6 指定において明らかにすべ
=内
容及び指定の方法

指定に当たっては 次の (1)か ら (4)までにl13げる事項をそれぞれ明ら力対こする必
要がある なお 指定の方法は個別に指定書を変付してもよいし 地方公共団体の公報で
公示する方準によってもよい



(■ )指定する者

原則として、指定する者の氏名 (法人の場合は名称及び代表者の氏名)並びに住所

を明ら力ヽ こすることが必要である。ただし 指定されな者と環境大巨文成都道府県知
事が用を的に特定できる場合において 一定の条件に当てはまる者を包格的に指定す
ることは差し支えない

く2)指定に係る期間

生活環境め保全上の支障の除去xは発生の防止のための措置に必要な朔問を 自祥
的に定める必要がある この省令による指定 i例外的な措置であるため 員朔にわた
ち指定は感 Ⅲとして行う末

=で
はない。ただし 必要があれば期間の延長を行うこと

は可能である。予定していた産業廃莱物の処理が早切に完了するなど 指定の必要が
なくなった録合には 期間の途中であつても 必要な手縦を経て 指定を解除すべき
である

(3)処理を行う廃勲物の種編の指定

生活環境の保全上め文時の除去又は発生の防止のために処理す本を廃莱物を特定

する必要がある 具体的には ①廃梨物の種類 (廃ブラスチック 木くす 感染性魔
菜物等の廃菜物の種類 当該産業廃薬物に石綿含有産業廃菜物 (令第 6条外 1項第 1
号Hに規定する石撤含有産業廃薬物をいう。)水剣費用製品産業廃葵物 (令第6条第
ユ項第 1号口1こ規定する水剣賞輝製品産業廃薬物をいう )スは水銀含有ばいしん等

(令第6条第 1項第2号ホに規定する水銀含有ばいしん等をいう。)力S合まれる場合

は その旨をあわせて明らガ対こすること:)並びに②廃築物の排出茅米者 (その氏名文
は名称及引堂励 並びにその排出される事茉潟 (事業場の名称及0所在地)により特

定することが考えられる ただし 処理すべき廃薬物が広範にわたる場合など 排出
事業者と排出事業境による特定が因嬢である場合には 排出事業者等に代えて 廃薬
物の排出の原因弾 惇出される区壌 (市打相 都週,県等)等によつて特定するこ2tも

可能である

(4)その他の事項の指定

(1)から (3)までの印質に力,えて 廃碧物の処理方法を精定することができる

特には案運搬に係る指定において 積替えを行わせないこととする場合には 「額替え

を行わずに処理する場合に限る。J等の文言により 可能な処理の範囲をFR定すべきで
ある。また 処分に係る指定の場合には 処分方法を明ら力1こす本さである。
これらに加えて 必要がある場合には 殺替えを行う場所の所在地や保管量の上FE

事業の用に供する施設の種類等を定めることができる

7 指定の効果縛
環境大臣が指定を行った場合 産業廃薬物処理飛者は 指定された内容において 全国
で産業廃棄物の処理を行うことができる 都迦打環知事が箔定を行つた場合には 許可を

撃せずに産業廃菜物の処理を行うことができるのはその強内にとをまり 他の都迎●県
の区城において遼楽廃菜物の処理を行うことはできない

7



なお 産業廃菜物処理柴の許可の場合と異なり この指定は環境大臣又1=都部 県知事
が単独で行うものであり 行政手続法第 2条第 3号に規定する申請を必要としない
0(2)にあるように 指定の必要がなくなつた場合の標か 指定の要件である「産業
尻棄物を適正に処理する能力がある旬 であるとは認められなくなった場合 (例えば 産

柔薦薬物又は衛 」管理歴禁摩栞物処理基準に違反した場合)尊には 必要な手続と経た上

で 指定を解除することが適当である。

三 新型インフルエンザ等まtwt時に処理が市つた産業廃薬物の保管について (規則第 7
条のB第 1項第7号及び同条第 3項〉

1 改正の概要
処分又は再生を行う処理施設において 事鶏者 (自 らがその産業廃薬物の処分又は再生

を行 ,者に限る。)又は低良産魔処理業者 (処分又ま再生を行う場合に限る。以下三にお
いて向ヒ )が1「 3 対象となる産業魔薬物と保管上限Jに示す産業廃薬物の処分又は再
生のために保管する場合であって その保管が新型インフタレエンザ等 (新型インフルエン

デ等対策朗 J措置法 (平成 24年法律第 31つ 第2余第 1号に規定する新型インフルエ
ンザ等をいい 同法附則第 1楽の2第 I項の規定により新型インクルエンザ寄とみなさ
れる新型,,ナウイルス感楽症を合tr.ll下同じ )による当該処理施設の運転の停止を
の他の新型インクルエンザ等に忠因するヽ すを得ない理由により行う保脊であると営1ど

その保管容量の上「Rを拡大するものである

2 改正の建旨
新型インフルエンザ等の影響により 産業廃業物処理施駿の処理健力が低下した場合
など やむを行す産業廃薬物処理施設において産業廃菜物を保管する必要が生ずること
が考えられるが このような鵜合に 産栄疫菜物のうちその保皆に伴 )リ スクが比較的低
いと考えられるものの保皆可能鷺を 通常より引き上げる趣旨である この規定による保
管容量の上限を適用するためにri 産業魔棄効と処理施設において保管することがやむ
を得ないものであり かつ その原因ぶ新型インクルエンザ等であることが必要である
「やむを得ないJとは 単に処理施設が通常週りの輸 ができないために保管すぺ営廃

乗物の量がlu大するというだけではなく その産業房葉物を他の処理施設において処分
することが容易でなく かつ 排出事鶏まの群撲器において産業廃乗物を一時的に保管す
ることも容易でないことをいう ただし 「容易でないJとは全く不可能であることまで
求めるものではなく 例えば 他の処理施設に運搬すると将常時に比べて費用が著しく瑠
大する場合や 排出事差者の革果携において産業廃勲物を保管することで生活環境の保
全上支障が生ずるおそれがある場合等には 「やむを得ないJと してとし文えない。
さらに このような事態が 新型インクルエンザ等によりヽ たらされたことが必要であ
る。尉本的には 例えば 次のような場合が考えられる なお この規定を適用するに当
たつて 新型インクルエンザ等対嫌特別潜置浜舛 32条第 1項に規定する新型インタルエ
ンデ尊案急革稼宣言がなされていることは必要ではない



(1)産業廃菜物処理業者の従業員が新型コロナウイルス感染症に稼楽し 又は漫厚接触

者となり出勤を控える等の対応を行うため 処理業務に従事建 ず、処理能力が低下し

スは処理事業が停止した場合

(2)新型インフルエンデ等への対策のため防護服4「の個人防護Itが不足又は払底する

こと等により 産業廃勲物卵 設に係る定期的な点検 機能検査 補楼等が実施でき
す 当蕨処理施段を安全に連転できなくなった場合
(3)処理後物の受入先において (1)に潟げるような事態が発生したため やむせ得す
処理施設の利統幕を低下させた場合

(4)(1)にあるような処理施設の処理能力の低下又は処理事業の停止に起因して 当
蕨施設で処理する予定であった産秦廃業物を他の処理施設で受け入れきるを得なくな

つた場合

(5)新型インフルエシザ等の病原体に係る感染佳廃粟物を優先的に処理することによ

り 当該感染14A莱物以外の産業廃築物の処理が停滞した場合
3 対象となる廃翠物と保管土帳
特例の対象となるのは 決の (1)から (6)ま でに掲げる種類の産業廃棄物であり

! 
処理施設のlR分の処理能力にそれぞれに定める日数を来して得た重だけ 処分又は再生
! のための保管が鋼められる 当然のことながら 保管に伴う生活環境保全上の支障が生じ
ないこととする必要があるので 汚水の流出や火災の発生を予防するための指導等に努め

られたい。

(1)汚泥 (令第 6粂第3号 卜に規定する有機性の】,泥を除く ) 35日

(2)安定型産業麗莱物 (令第 6条第 1項第3,イ に規定する安定型整秦魔栞物をいい

魔プラスチック並びに (5)及び (6)に掲げる産業廃築物を除く。) 35日

(3)伝さ↓ヽ 35日

(4)ぼいしん 35日

(5)建設業に係る産業廃棄物 (14‐0の新無 改築若しくは除芸に伴つて生した木くす
ヨンクリー トの破片 (石締含有産器魔葵物を除く )であって 分別されたものに限
る。)49日

(6)建設熊に係る産業廃築物 (工作物の新築 改柴若しくは除去に件つて生したアスフ

ァル ト コンクリートのは片であつて 分別されたものに限る ) 91日
なお 規則第 7粂の3第 1項第2号に定める処理施設の定期的な点検又は役 の朔問
中における産業魔薬物の保管の特例の規定の適用については 当蕨規定の数量制限の計
算の陳に用いる基本数量が 一日当たりの処理能力に相当する数量に上に定める日数を
乗して得られる数量となる

4 産業廃菜物処分業に係る変更の層出
改正省令の対象となる憾FI産廃処理業者が 魔棄物の保管上限を増やすために規則第
10条の 10第 1項第 0号に掲げる保管の場所に関する事項を変更した場合は 濃第 14条
の2第 3項において読み替えて弾用する法第 7茶の 2第 3項に基づ営 当核変更を都道



府県知事に届け出なければならなV、 をお 当骸届出に係る事項が期 J第 10条の6に規
定する許可証の記歳事項に該当するときは その癌出をした優良産廃処理碁まは 規則第

10条の 10の 2に基づき その群換えを受けることができる。
S その他留意事項
真にやむを得ない事白により ta■替上限をも超えて保管を行った場合は 産業度薬
物処理業者等に過失がないことから 地方公共団体においては行政処分を経える等の対
応を検討されたいとただし 真にやむを得ない事自は 取り得るあらゆる手段が尽きた場

合にのみ認められる本きであり また その事由が解消された後には できる限り遠やか
に処理基準を満たす状況に復帰しなければならず 地方公共団体においては そのための

相導をなされたい

四 廃葉物処理に関する適正かつ円滑を処理体制の前保について
廃菜物処理にあたってま 新型ヨロナツイルス嬢染症に係る各種な興を誰じることによ
り 廃薬物処理事業の安定的な継続に生志尽力されているものと露識している しかしな
がら 新型ヨ,ナウイフレス感染症の更なる拡大等に伴い 次のような状況が発生すれば廃
案物の処理がひつ迫し それに伴い生活環境の田 ヒや公衆衛4上のリスクの増大等 機イ
な悪影響が想定されるところである

新型コロナウイタレスの感染者の大幅な増大により 積院等の医療関係機関等から排出
される感楽性魔乗物や 軽症者峰に係る佑消療養施設等から排出される廃棄物が大幅
に増加し 処理健力がひっ迪
宿泊療養施撃等から排出される廃襲物を 廃菜物処理法上の感染性廃要効として過剰
に取り級うことにより 当醸廃葉物の処理が停滞 又は感染性廃乗物の処理を圧迫
市町村等の猫員又は廃薬物処理終者の従業員が新型ヨHナウイルス感染症に感染し

又は濃厚螢触者となり出勤を経えること等の対応を行うため 廃棄物処理事来の一部
又は鉢 か停止

マスクや防護月R等の個人防護果が不足スは払底すること等により 従業員の感染防止
対策が行えず処理業が停止 又は礎葵物焼却施設に係る定期的な点検 機能破埜 村
袴等が実施できず 当該発却施設の安全な運転に支障
新型と,チウイツレスが付猪し ヌは付着しているおそれがある廃築物の処理が忌避さ
れることにより 排出事案者の放地等にこれらの廃薬物が締留
廃粟物処理は国FtL活 国民経済の安定確保に不可欠な事業であり 上述のような状況
下にお,ヽても 新型コロナウィクレス感染症に係る廃菜物を含めた廃葉物の適正かつ円滑な
処理が継続的に行われる必要があることに鑑み 都道府県にあつては 次のことに十分留
意し その対応に万全を期すとと ,ヽ 貴管内市町村等に対して周知願いたい。

1 法令等及び科学的知見に基づく魔乗物の適正かつ円滑な処理に関する周知徹底
(1)関連通知 マニュアル シイトライン Q&A ttUす ラシ等
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新型ヨrナウィルス8染症に係る廃疑物の処理については 34週知に示したように
「廃薬物処理における感染性廃莱物処理マニュアルJ(以下 iマニュアルJという )及

び犠 幼処理における新型インクルエンザ対策ガイトライン」(以下 fガイドラインJ

という。)に沿つた適工な処理方法及び態染防止策について週知してきたところである

新型コヨナウイルスは一般的には 飛沫感染 接ヽ触印終■&染するとされている その
たあ 医療関係機関等から排出される感染性鹿葵物については マニュアルに基づいて

適切に扱うことで また 医療関係機関等以外から,出 される 懸巣性廃菜効に該当し
ない新型ヨPナウイルス8業症に係る魔菜物については ガィドラインに姿拠して必
要な感染防止策を適切に実施することで いずれの処理においても,イルスとの接験
を防ぐことができ 廃菜物処理に出来した感染を防ぐことが可能である。

=た
 これら

の逝知 lDえて 新型コロナウィルス感業症に係る廃茶物の適正な処理方法や感染防
止嫌などについて分かりやす(周知するため 「廃率物処理におけな新型 =ロナウイル
ス感抑を対策に関するoミAJ(以下的強 」という )や 関連するチラシ等も作成し

その周知を口つてきたところである

新型コロチライフレス感染症に47る廃菜物の適正かつ円粉な処理にあたつては、当畝

ウイルスや廃薬物に係る科学的な知見に基づさ 必要な対策を離しつつ処理業務に従
革する必要があることから 都週●県にあつては ☆管内市町村、廃薬物処理業者 排
出事業者 含ヽめた関係する者に対し 今=度 当省が発出した関連する適知 ガイドラ
イン マニェアル Q&A チラシ等の周知徹臣害 崩極的かつ維続的な情認提供 情
報発信を実施されたV、

(2)医療関係機関等から排出される感染性鹿薬49に関する適切な承被い

感染性薦薬物の処理に当たっては 34通知及rJ etttこ示したように 感染性廃表
効以外の廃案物が混大するおそれがないように保管すること 腐敗のおそれのある廃
葉効は廊敗しないようにすること 排出の際に廃業物の種類や性状に応した容霧を適
ぶこと 容器に入れて密閉し感染性廃薬物である旨を表示することなど マニュアルに

従い渡切に処理する必房があり 排出事業者に対してその旨の周知及び指導を徹底さ
れたい

また 感染性廃菜物の処理が停滞するlHl億 となれま 生活環境の保全上の支障の発生

のみならす 公lla生上のリスクを増大させるおそれもあることから 34通知に示し
たように 感染性廃葵物を遅滞なく適正に処理するため また 感染症に対するほ求等

を運浦なく継統するため これらの縦統的な業務の妨げにならないよう 正当な理由な
く 新型コロナウィルス霧染症に係る感染性鹿菜物について その他の感染症に係る感
染性廃莱物との分別や特別な表示を求めることは慎む必要があり 廃薬物処理業者に
対してその旨の凋如及び指導を徹底された 、ヽ

(3)控β旨等の宿泊療装施設等から排出される魔薬物の取扱い
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法において 経症者等の宿泊療養施般尊から排出される廃棄物は感染14Fttwlには
該当せす 衛 1管理廃薬物処理業者に処理を委託するよう幾務付けられていないが 排

出事業者及び処理業者において感染防止対策が適切に誠しられる必要がある。具体的

には 47通知及びQ甑 |モ示したように 排出革轟者においては 二■に直接触れな
いこと ごみ袋をしつかり部って密開をすること ごみに触れた後は手洗い等をするこ
となど また 処理砦古においては 個人防種具を適切に使県すること 作業終了後に
手洗い及び手指消李等を実施すること 逓搬率両や施設等の定期的な清掃及U鞘率な
どの感楽防止策をガイドラインに沿つて実施することにより 廃乗物処理に白来した
感巣を防ぐことが可能であり 排出革衆者及び処理業者に対してその旨の周知及び情
準と徹底されたい

なお 宿泊病養施設母から,:出される廃率物は 上述のとおり法的には感染性廃莱物

に琢旨せす 感染性廃棄物処理業者において処理する必要はないものであり 当該廃薬
物を実作業において感染性廃薬物に控じて処理することで 当骸廃華物や騒染性廃棄
物の処理が感染性凝菜物処理施設に集中し これらの処理が停滞することにより かえ
って公衆衛生上のリスクが高まるおそれがあることから 鹿票物処理体制の安定的な
雑れ 維持に十分配慮し 合理的な取級いをするよう 改めて口知徳庫されたV、

2 茂楽物処理における感染防止対策及び防護服やの10Rの合理化等の周知徹底
47通知及びQtAに示したように 魔乗物の処理業者その他の廃棄物処理に国わる事
奏者は 「新型ヨ,ナウィルス感染症村策の基本的京電方44J(3趣ヨヨナウイフレス感染症

対策本部決定)において 咽 民笛言 国民経済の安定確保に不可ムな業務を行う事業者」

として位置付けられており 鹿葉物の処理を経れするための駁組について 改めて周知徹
底■図られたい 尉本的には 廃茶物処理に四わる作業員の感染防止対策の他 「廃薬物
処理施設の点校及び機能検査における防蔑艇の使用節減の徹底等についてJ(令和 2年 4

月 10日付け擦行適発第 20041の 号 潔循規整第 2004101号環境省寒境再生 資源術環
月廃要吻適正処理推逆練長 廃菜物規綱傑長近知)とおいて通知された防韻服を必要とす

る作業の頻度の合期 ヒが挙げられる

3 関係Jなとの連携協力による道正かつ円滑な一蝶 物処理の推進
(1)処理の停滞等に備えた連携協力体制の構築
一般廃栞物処理事業においては 市町村が一般廃菜効の統橋的な処理責任の下 一般廃率

物の適正な処理を実施しているが 今般の新型ヨ,すウイルス感染症に係る廃薬物の適正
な処理の推進1こおいては 市nlI内での語整等のみにとととまらず 市qflスは都迎府県を

超えたより広域的な調整が必要とされる場合も想定され 一般廃築物処理事業の縦続にLI
迪 F保の集たす役割は大きい

新型と,ナウイルス感染症のまA2Eが拡大 継焼するような状況にあっても 一嬢 薬物
の処理を適正かつ安定的に経焼させていくためには 都道府県は、市町村及び関係団体 新
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型ヨ,ナウイルス廟染者等に係る宿泊療養施設等 周辺の都 Err県並びに国の関係機「3等
の各関係主体と界密な連投を図ることによリ ー般廃築物処理の停滞等の発生又はそのお
それがある場合にあちても混乱や対応の遅れを招くことなく 一般廃薬物の適正かつ円滑
な処理が離保されるよう 各関係主体との連絡体制や役割分担等をあらかじめ定めるなど
蓮擁協力体制の補察に努あられた▼ヽ

(2)基礎情報の収架及0分析による状況の把握並びに共有

(1)t4A築 した関係主体の速援 機力体制が
'あ
に櫛指するためには 現下の状況を適

切にlEEし交有する必要があるため 脊内市軒村幹における処圏岩制 市町村や関係業者に

おけるマスクや防護服等の保有状況 新型とけ ウイルス感災者等に係る医療関係機関等
及び宿お寮養施設等における廃薬物の発生量年の情報を収案することにより 地域の=般
廃薬物の処理の停滞や処理施設のひつ迫 常ミの可能性の検討を維縦的に実施されたV、 ま

た 処理の停滞とそれに伴う生活環境の悪化や公衆衛生上のリスクの増大を未然に防止す
る観点から 皆内市町村等との調整はもとより 周辺の都迪奇県と 事ヽ前に調整し 廃菜物
処理に係る基礎情親や処理状況年に関する情報交換等に努めるほか 以下について取り組
むこと。

(3)革薬経繊計画の策定

日々 の国民の生活や経済活動を支える必要不可久な社会インフラである廃薬物処理Hl薬

を安定的に経紐するためには 市町村!(市m fF自 らのほか 市町村の委託を受けた者や市町

村の許可を受けたをを合む)か 一`般廃薬物処理事業を維続するための実施体制 指揮命令系

統 tF報収築 連絡 協力翼静等の方法 手段等の廃築物処理事業継続針印つ策定を」LEめる
ことが有効マある 都道府県においては S4通知のとおり 市m tlと 一般廃薬物処理業者
が協力し 廃難幼処理事業継続計画を策定することを 景管内市Wltに改めて月知いたださ

たV、

(4)一般廃棄物の処理が停滞した際の対舞

市町村内の清掃事務所 処理施設 一般度築物処理差者の作業員の間で摩洪拡大が発生
した場合には 市嚇 すにおいては 廃実物処理事業継続計画等でためた優先採務の対応状
況などを酷まえ 独自で処理できるか終合的に検討し 新型ヨHナウイルス感染産の影響
の規模や組織体制尊によつては 他市Hffへの応騒要請 都迎守県内の他市町村等の施設
での処理に向けた調整を都道府県に要摘することを検討するよ)資 管内市町付に周知い
ただきたい なお その陳には 廃菜物処理事業継枕計画と整合をとりつつ 災害廃棄物
のための災害丈援協定や相互支援協定も参考となる。

また 要請を受けた部 Et県は 必要な人的 物的支援を行つても当該市q IIだけでは
処理が行えないと判断される場合には 当該市町相と協議のうえ 周辺市m llでの一般廃
菜物処理に向けて 当該市町村を支援されたい 都勘行県域を越える支援が必要となる場
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合や都道府県域ど越えて連携して処理した方が効率的である援合には 都趨行県間で連擁
して処理に向けた爾穀と行われたV、

加えて ―に示したところによリ ー般廃案物処理業の許可を要しない者に係る特例の
活用について 「- 2 改正の趣旨j tSを十分に踏まえ検討されたい

4 関係堂rtとの速擁協力による適Iかつ口鴻な産業廃乗物処理の推控
(1)産業廃薬物の処理の停滞告に備えた連携協力体Trの構築

産業廃葵物の処理責任はその産業廃薬物を排出する排出事業者にあり また 産業廃藁
物処理は産業活動の一素として行われるものであるが 一方で 法第 4条第 2項において
却適■県 (令第 27条第 1項に規定する市を含まなV、 以下 (1)(2)並 びに (3)の
イ及びオにおいて同じ。)は 区域内における産業廃莱物の状況を4EEし 産祭簾 物の
適正な処理が行われるように必要な措置を譜ずることに努めなければならないとされて

おり 平時の産業廃棄物の処理はもとより 今般の新型ヨ,ナウィルスptt症に係る産業
廃菜物のtrsIな処理の推進においても 都勘 年県の果たす役割は大きい。
新型,pナウィクレス感染症のまん延が拡大 継常するような状況にあつても 産集魔乗
物の処理を適正かつ安定的に継指させていくためには 都道府県が中心となって 督内の
産業廃棄物処理業者 産業廃薬物関係団体 新型],ナウイクレス感染者等に係る医療関係
機関等及び当該磯関の関係団体 宿消練薬施設等 令第 27条第 1項に規定する市 周辺
の都道府県並びに国の関係機関等の各FAI係主体と緊密な連携を□ることにより 産業廃
棄物処理の停滞等の発生又はそのおそれがある場合にあって 抱ヽ乱や対応の遅れを招く

ことなく 産業流築物の適正かつ円沿な処理が確保されるよう 各関係主体とめ連絡体制
や役割分4g等をあらかしめ定あるなど 巡携縁力体制の構築に努められたい

(2)基礎情報の収集及び分析による状況の把握並びに共有

(1)で構築した固係主体の道携 tat閑制が有効に瞬能するためには 現下の状況を
適切に把握し共有する必要がある。このため 脊内の産業廃薬効処理業者における処理
状況 マスク剰労護服等の保布状況 新型ヨHナウイフレス感染者等に係る医療凹麟 四
等及宙官泊療養施設等における廃葉物の発生状況等の情報を収集することにより 地域
の産業廃菜物の処理の停滞や処数 のひっ追 停止の可能性の検討を齢 的に実施さ
れたい また 処理の停滞とそれに伴う生活環境の詔 ヒや公衆衛生上のリスクの増大を
末然に防止する観点から 督いの関係主体との情報交換等はもとより 管内での産業廃
乗物の処理が囚雄になった場合も想定し 周辺の都迎行県における産業廃楽物処理業者
の基礎情報や処理状況等に囲する当談都迎行県との情報贅瑛年に努められたい

(3)産業廃乗物の処理の停滞時等における各種対策の央施

新型ヨ,ナウィルス感染症の影響により 産業鹿菜物処理業者の処理能力が低下若し
くは要失し、スは産業廃莱物の排出量が処理能力を超えて増大するなど 様々な終鵬で産
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業廃碧物の処理能力が不足する事態が想定される 当談率想が発生し 又はそのおそれが
ある場合は (1)及び (2)に掲げた事前対策を階まえ 関係主体を連携協力しつつ
事穏の状況に応して 次の対策その他必要な対策を順次 ヌは並行して検討し 実施され
たい

ア 排出事舞者に対する産業廃楽物処理業者情報の提供
新型コロナウイルス感英症の影響に伴う産業震乗物処理未者の処理業務の停滞尊に

より排出事業者亦新たに産業廃疑物処理業者を探す必要が生した場合は 新たな産業
廃乗物処理業者の閣 R及び当該第まへの処理姿託が円滑かつ速やかに行われるよう

産業廃巽物処理業者リストの提供等により助力すること。なお 個方の医療画係機団尊

の事務処理能力のひっ迫により廃築物の処理委託に係る事務を行う象裕が無い場合や

廟典性廃棄物や店敗性を有する産業廃菜物の処理が,滞 し迅速な対応が求められる場

合にあつて1ま 産業廃菜物処理業者の積極的なあつせんを行うこと。
イ 保管量の増強
アで示したような場合において 産業廃菜物を処理できる新たな産業廃乗物処理業
者の脳景が困難で かつ ,,出事業者における保管も容易ではない場合において やむ
を得ず産業廃業物処理業者等において特定の産業鹿菜物を保管する場合は 三に示し
たところにより 産業廃菜吻処理業者において処分のための保管妊上限を引

=上
げる

ことにより 保管量を招 Rすること なお 法第 11条第 3項の規定により 都迪 f県
は 適正な処理を確保するために都迦,県か処理することが必要であると認める産寒
廃菜物の処理をその事務として行うことができるとされていることからi例えば 都道

府県が所有する土地における一時的な保普も検討されたいこと

ウ 処理業の許■を望しない者の指定
新登ヨPナウイタレス感染定のまん延その他のやむを得ない事白によって 新型ヨじ
ナウィルス感染症に係ち産業廃葉物や 腐敗性を有する産業廃薬物等 生活豪境保全
上及び公衆術生上の観点からも理やかに処理す本き廃菜物の処理が停滞し これらを
処理てきる産業廃莱物処理業者が皆内にいない場合であって 処理美鮮可を有してい
ないものの生活環境の保全上の文lgを発生させず適切な処理がで言る者がいる場合

は こに示したところにより 都道府県知事が処理案の絆可を要しない者として指定
したうえで 存滞した廃築物の処理を行わせることができるため 当桜制度を活用さ
れたい

工 市ml■の一般廃菜物処理施設 (焼却施渋)の活用
法第 11条 2項に規定に基づさ 市Hffは一敏廃薬物とあわせて処理することがで
きる産業廃菜物その他市野村が処理することが必要であると認ある産業廃菜物の処理

をその事務として行うことができることから 今般の状況に壌み 地域において新型
]ロナウイルス感姿症に係る産業魔莱物や腐敗性を有する産業廃菜物の適正かつ迅速

な処理が確保できず 又はそのおそれがある場合は 界攀 措置として 当該地域
を誉轄する市qffの事務どして当該産業疫Tjlを処理することを要請することも宿楯
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的に検討されたい

オ 都道府民間での広努処理の調整
令和2年 4月 7日 に案急事態宣含がなされ 同月 16日には、金都道府県が媒急事
横宣宮の対窯とされたが 査目的にみて新型ヨヨナライルス感染症の広がりの度合い
と、それに伴う産業疑菜物処理業への影響の度合いは一棟ではないことから 周辺の

“

の都道府果での産業廃棄物の処理も検討された▼、 その端合には 排出事業者が他
部週打県の処理事情に精迎しているとは限らないことから 都道府県間での調整を積
極的に行われたいこと

力 流入規制の廃止
従前よリ ー部の都道府県において 事前協議制等により城外からの産業廃乗物の搬
入規制を事実上行っている場合が見られる オのとおり 特定の都迪奇県において 新
型ヨgナウィルス感染症め更なる拡大等に伴い産業廃茶効の処理が停滞する革ほ と
りわけ感染性廃薬物や綴敗性を有する産業廃粟物の処理が停滞する事態となれば(当

該都跡 果又は案身省は 他の都勘奇県との広張処理を調整することとなるが こうし

た法に定められた規制を超える要補等による規制al広域処理の調整の不調を招いた結

果 生活環境のロ ヒのみならず、公衆街生上のリスクを増大させることは決してあつて

はならない

r優良産廃処理業者認定制度の速掬について」 (令和2年 4月 1日付け寮術規発第
2004016号京境省環境再生 寮涼循採局廃薬物規制練長通知)で示したように 不法投

薬等の不適正処理の防止 適正処理の■lRといった本来の目的を達成するためには 産

業魔菜物の排出元が技内か域外かは問題ではなく 都道府県が法に基づく権眼を活輝
して鞭 案幼処理鶏音等に対し適切に指導 態害を行い 軍質な産業廃葉物処理舞

等の排除を行えば足りることに加えて 新型ヨ,ナウイフレス感染症対策の基本的対処
方針にあるとおり 新型]ロナウイルス感染症をめぐる状況を的雅に把握し 的,や地
方公共団体 医療四47村 専門家 革お者を合む国民が二丸となって 新型コロナウイ
ル4転染症対策を進めていく必要がある。このため このような親削を行っている都道

府県にあっては 規制の廃止挙を可及的速やかに実施されたい。また 仮にこのような

規制を維持しなければならない特段の事情がある場合であっても 例えば 新型ヨ,ナ

タイルス感染症の感染拡大により広域処理が必要となっている産業廃棄物については

投入規THの対象外とする 優先的かつ速やかに事前協議を行 )など 適定かつ円滑な産

柔廃票物処理を実現するために必要なあらゆる措置を可及的速やかに実施されたい

以上
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